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北本市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 北本市手数料条例（平成１２年条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第１項中第７５号を第７８号とし、第２８号から第７４号まで

を３号ずつ繰り下げ、第２７号ア中「住宅の品質確保の促進等に関する

法律」の次に「（平成１１年法律第８１号）」を加え、同号ア（ア）を次の

ように改める。 

（ア） 一戸建ての住宅 

ａ 新築の場合 ６，０００円 

ｂ 増築又は改築の場合 １０，０００円 

 第２条第１項第２７号ア（イ）中「１件につき」の次に「、新築の場合に

あっては」を、「１３，０００円を」の次に「、増築又は改築の場合に

あっては２１，０００円を」を加え、同号ウ（ア）を次のように改める。 

（ア） 一戸建ての住宅 

ａ 新築の場合 ５７，０００円 

ｂ 増築又は改築の場合 ８５，０００円 

 第２条第１項第２７号ウ（イ）中「１件につき」の次に「、新築の場合に



あっては」を、「１２７，０００円を」の次に「、増築又は改築の場合

にあっては１９４，０００円を」を加え、同号を同項第３０号とし、同

項第２６号を同項第２９号とし、同項第２５号ア中「低炭素建築物新築

等計画が」及び「（住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年

法律第８１号）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関又はエネ

ルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第７

６条第１項に規定する登録建築物調査機関が作成したものに限る。）」

を削り、同号を同項第２８号とし、同項第２４号の次に次の３号を加え

る。 

（２５） 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法

律第５３号）第２９条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消

費性能向上計画の認定の申請に対する審査  建築物エネルギー消

費性能向上計画の認定申請手数料  申請１件につき次のアからエ

までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該アからエまでに定

める額を合算して得た額 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３０条第１

項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された

場合 次の（ア）から（ウ）までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ

当該（ア）から（ウ）までに定める額を合算して得た額 

（ア） 一戸建ての住宅 ５，０００円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次の表の左欄に掲げる床

面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 １１，０００円 

３００平方メートル以上 ２３，０００円 

（ウ） 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次の表の左欄に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 １１，０００円 

３００平方メートル以上 ３１，０００円 



イ アに規定する場合以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号）

第８条第２号イ及びロに適合しているとき 次の（ア）及び（イ）に掲げ

る建築物の区分に応じ、それぞれ当該（ア）及び（イ）に定める額 

（ア） 一戸建ての住宅 次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

２００平方メートル未満 ４０，０００円 

２００平方メートル以上 ４４，０００円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次の表の左欄に掲げる床

面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 ８０，０００円 

３００平方メートル以上 １３５，０００円 

ウ アに規定する場合以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第８条第１号イ⑴及びロ⑴に適合している非住

宅用途を含む建築物の非住宅部分であるとき 次の表の左欄に掲

げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 ２６７，０００円 

３００平方メートル以上 ４３２，０００円 

エ アに規定する場合以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第８条第１号イ⑵及びロ⑵に適合している非住

宅用途を含む建築物の非住宅部分であるとき 次の表の左欄に掲

げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 １０２，０００円 

３００平方メートル以上 １７１，０００円 

（２６） 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３１条第１項

の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定



の申請に対する審査  建築物のエネルギー消費性能向上計画の変

更の認定申請手数料  前号アからエまでに掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ当該アからエまでに定める額に２分の１を乗じて得

た額を合算して得た額 

（２７） 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３６条第１項

の規定に基づく建築物エネルギー消費性能に係る認定の申請に対

する審査 建築物エネルギー消費性能の認定申請手数料  申請１

件につき次のアからオまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

当該アからオまでに定める額を合算して得た額 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２条第３号

に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合□ 

次の（ア）から（ウ）までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該（ア）

から（ウ）までに定める額を合算して得た額 

（ア） 一戸建ての住宅 ５，０００円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次の表の左欄に掲げる床

面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 １１，０００円 

３００平方メートル以上 ２３，０００円 

（ウ） 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次の表の左欄に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 １１，０００円 

３００平方メートル以上 ３１，０００円 

イ アに規定する場合以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に適合してい

るとき 次の（ア）及び（イ）に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当

該（ア）及び（イ）に定める額 

（ア） 一戸建ての住宅 次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額  



床面積の合計 手数料の額 

２００平方メートル未満 ４０，０００円 

２００平方メートル以上 ４４，０００円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次の表の左欄に掲げる床

面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 ８０，０００円 

３００平方メートル以上 １３５，０００円 

ウ アに規定する場合以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項第２号イ⑵及びロ⑵に適合してい

るとき 次の（ア）及び（イ）に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当

該（ア）及び（イ）に定める額 

（ア） 一戸建ての住宅 次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額  

床面積の合計 手数料の額 

２００平方メートル未満 ２０，０００円 

２００平方メートル以上 ２２，０００円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次の表の左欄に掲げる床

面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 ３８，０００円 

３００平方メートル以上 ６６，０００円 

エ アに規定する場合以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項第１号イに適合している非住宅用

途を含む建築物の非住宅部分であるとき 次の表の左欄に掲げる

床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 ２６７，０００円 

３００平方メートル以上 ４３２，０００円 

オ アに規定する場合以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基



準等を定める省令第１条第１項第１号ロに適合している非住宅用

途を含む建築物の非住宅部分であるとき 次の表の左欄に掲げる

床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額 

床面積の合計 手数料の額 

３００平方メートル未満 １０２，０００円 

３００平方メートル以上 １７１，０００円 

 第２条第２項中「前項第３２号」を「前項第３５号」に改め、同条第

３項中「第１項第３４号」を「第１項第３７号」に改め、同条第４項中

「第１項第４５号」を「第１項第４８号」に改める。 

 第３条第１項中「前条第１項第４５号」を「前条第１項第４８号」に

改める。 

 第５条第４項及び第５項中「第２条第１項第３２号及び第３４号」を

「第２条第１項第３５号及び第３７号」に改め、同条第８項中「第２条

第１項第４６号から第７５号まで」を「第２条第１項第４９号から第７

８号まで」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


